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森
県
告
示
第
三
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五
十
七
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漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
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規
定
に
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る
次
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発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
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し
た
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果
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同
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第
百
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二
条
第
一
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る
同
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発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

第
二
千
百
七
十
四
号

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日

(

金
曜
日)



( )

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五

年
四
月
三
十
日
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
要
領
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
書
面
及
び
図
書
は
、
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
、
今
別
町
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

木
村
守
男

二

埋
立
区
域

１

位
置

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
砂
ケ
森
字
砂
村
元
九
一
、
九
の
一
、
五
の
一
、
九
二
、
四
及
び
九
三

の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑧
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑧
の
地

点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

一
本
木
港
砂
ケ
森
北
防
波
堤
灯
台

(

北
緯
四
一
度
一
三
分
二
五
秒
、
東
経
一
四
〇

度
三
三
分
五
五
秒)

か
ら
一
九
五
度
〇
一
分
一
七
二
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
一
八
〇
度
〇
二
分
七
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
二
七
〇
度
〇
二
分
九
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
二
四
七
度
一
八
分
二
〇
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
二
七
五
度
二
七
分
二
九
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
七
度
三
三
分
四
〇
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
八
〇
度
三
二
分
七
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
一
八
〇
度
〇
二
分
二
九
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

一
、
五
九
三
・
八
八
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
砂
ケ
森
字
砂
村
元
九
一
、
九
の
一
、
五
の
一
、
九
二
、
四
及
び
九
三

の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
Ａ�
の
地
点
か
ら
Ｉ�
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
Ａ�
の
地
点
と
Ｉ�
の
地

点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

Ａ�
の
地
点

一
本
木
港
砂
ケ
森
北
防
波
堤
灯
台

(

北
緯
四
一
度
一
三
分
二
五
秒
、
東
経
一
四
〇

度
三
三
分
五
五
秒)

か
ら
一
九
六
度
五
七
分
一
五
三
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｂ�
の
地
点

Ａ�
の
地
点
か
ら
一
八
〇
度
〇
二
分
二
七
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｃ�
の
地
点

Ｂ�
の
地
点
か
ら
二
七
〇
度
〇
二
分
九
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｄ�
の
地
点

Ｃ�
の
地
点
か
ら
二
四
七
度
一
八
分
二
〇
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｅ�
の
地
点

Ｄ�
の
地
点
か
ら
二
七
五
度
二
七
分
二
九
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｆ�
の
地
点

Ｅ�
の
地
点
か
ら
七
度
三
三
分
四
〇
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｇ�
の
地
点

Ｆ�
の
地
点
か
ら
八
〇
度
三
二
分
七
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｈ�
の
地
点

Ｇ�
の
地
点
か
ら
八
〇
度
一
八
分
二
〇
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｉ�
の
地
点

Ｈ�
の
地
点
か
ら
一
八
〇
度
〇
二
分
一
二
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

四
、
三
九
四
・
三
九
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地
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目
三
〇
番
地菊

池

市

松

奥
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( )

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五

年
四
月
三
十
日
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
要
領
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
書
面
及
び
図
書
は
、
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
、
三
�
村
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

木
村
守
男

二

埋
立
区
域

１

位
置

東
津
軽
郡
三
�
村
大
字
宇
鉄
字
龍
浜
五
九
の
四
二
、
五
九
の
一
六
及
び
一
〇
四
に
隣
接
す
る

国
道
三
三
九
号
並
び
に
五
九
の
四
二
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑧
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑧
の
地

点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

東
津
軽
郡
三
�
村
龍
飛
崎
に
設
置
さ
れ
た
龍
飛
埼
灯
台

(

北
緯
四
一
度
一
五
分
三

〇
秒
、
東
経
一
四
〇
度
二
〇
分
三
三
秒)

か
ら
九
二
度
〇
〇
分
六
〇
六
・
〇
九
メ
ー

ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
八
七
度
四
九
分
一
七
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
一
七
七
度
四
九
分
二
三
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
二
六
七
度
四
九
分
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
三
五
七
度
四
九
分
一
四
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
六
七
度
四
九
分
一
四
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
三
五
七
度
四
九
分
六
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
八
七
度
四
四
分
一
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

二
六
七
・
一
五
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

東
津
軽
郡
三
�
村
大
字
宇
鉄
字
龍
浜
五
九
の
四
二
、
五
九
の
一
六
及
び
一
〇
四
に
隣
接
す
る

国
道
三
三
九
号
並
び
に
五
九
の
四
二
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
ア
の
地
点
か
ら
ク
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
ア
の
地
点
と
ク
の
地

点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

ア
の
地
点

東
津
軽
郡
三
�
村
龍
飛
崎
に
設
置
さ
れ
た
龍
飛
埼
灯
台

(

北
緯
四
一
度
一
五
分
三

〇
秒
、
東
経
一
四
〇
度
二
〇
分
三
三
秒)

か
ら
九
二
度
〇
〇
分
六
〇
六
・
〇
九
メ
ー

ト
ル
の
地
点

イ
の
地
点

ア
の
地
点
か
ら
八
七
度
四
九
分
二
七
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ウ
の
地
点

イ
の
地
点
か
ら
一
七
七
度
四
九
分
三
三
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

エ
の
地
点

ウ
の
地
点
か
ら
二
六
七
度
四
九
分
二
一
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

オ
の
地
点

エ
の
地
点
か
ら
三
五
七
度
四
九
分
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ
の
地
点

オ
の
地
点
か
ら
二
六
七
度
四
九
分
九
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

キ
の
地
点

カ
の
地
点
か
ら
三
五
七
度
四
九
分
一
〇
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ク
の
地
点

キ
の
地
点
か
ら
八
七
度
四
四
分
一
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

八
三
二
・
〇
三
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
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( )

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
三
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ぬ
く
も
り
の
会

三

代
表
者
の
氏
名

木
村

泰
造

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
類
家
四
丁
目
二
の
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
八
戸
市
及
び
周
辺
市
町
村
を
対
象
と
し
、
障
が
い
者
に
対
し
て
福
祉
に
関
す
る

相
談
並
び
に
情
報
の
収
集
、
提
供
、
社
会
教
育
の
推
進
を
図
る
活
動
を
行
う
と
共
に
、
地
域
住
民

と
の
交
流
の
場
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
福
祉
の
心
の
輪
を
広
げ
、
も
っ
て
地
域
福
祉
の
増

進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
三
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
お
お
せ
っ
か
ら
ん
ど

三

代
表
者
の
氏
名

向
山

満

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
丑
鞍
森
三
二
の
九

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
オ
オ
セ
ッ
カ
を
中
心
と
し
た
野
生
生
物
全
般
の
生
息
環
境

(

生
態
系)

の
保
全

を
図
り
、
生
物
多
様
性
を
維
持
す
る
と
同
時
に
地
域
住
民
と
環
境
と
の
共
生
に
関
す
る
事
業
を
行

い
、
環
境
問
題
の
解
決
と
持
続
可
能
な
社
会
の
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

青
森
県
立
保
健
大
学
清
掃
作
業
等
業
務
委
託
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
立
保
健
大
学
事
務
局
総
務
課

青
森
市
大
字
浜
館
字
間
瀬
五
八
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
五
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

有
限
会
社
東
北
ビ
ル
綜
合
管
理

青
森
市
松
原
三
丁
目
一
四
の
二
七

六

契
約
金
額

三
千
五
百
九
十
九
万
四
千
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
契
約
の
相
手

方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

青 森 県 報平成15年５月16日 金曜日 第2174号 4
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平
成
十
五
年
二
月
五
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

青
森
県
立
保
健
大
学
情
報
シ
ス
テ
ム
保
守
業
務
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
立
保
健
大
学
事
務
局
企
画
情
報
課

青
森
市
大
字
浜
館
字
間
瀬
五
八
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
五
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

富
士
通
株
式
会
社
青
森
支
店

青
森
市
長
島
二
丁
目
一
三
の
一

六

契
約
金
額

四
千
五
十
九
万
七
千
二
百
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
契
約
の
相
手

方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
五
年
二
月
五
日

河
川
整
備
計
画
の
案
の
縦
覧

二
級
河
川
堤
川
水
系
に
関
す
る
河
川
整
備
計
画
の
案
を
作
成
す
る
の
で
、
河
川
法

(

昭
和
三
十
九

年
法
律
第
百
六
十
七
号)

第
十
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

１

河
川
整
備
計
画
の
案
に
関
す
る
書
類

２

懇
談
会
に
関
す
る
書
類

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
青
森
県
土
整
備
事
務
所

四

意
見
書
の
提
出

関
係
住
民
は
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

意
見
書
の
様
式
及
び
記
載
事
項

任
意
の
様
式
に
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
住
所
及
び
氏
名
を
明
確
に
記
載
す
る
こ

と
。

２

意
見
書
の
提
出
期
限

平
成
十
五
年
六
月
五
日

３

意
見
書
の
提
出
先

青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課

河
川
整
備
計
画
の
案
の
縦
覧

二
級
河
川
奥
戸
川
水
系
に
関
す
る
河
川
整
備
計
画
の
案
を
作
成
す
る
の
で
、
河
川
法

(

昭
和
三
十

九
年
法
律
第
百
六
十
七
号)

第
十
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

１

河
川
整
備
計
画
の
案
に
関
す
る
書
類

２

懇
談
会
に
関
す
る
書
類

二

縦
覧
の
期
間
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平
成
十
五
年
五
月
十
六
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
む
つ
県
土
整
備
事
務
所

四

意
見
書
の
提
出

関
係
住
民
は
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

意
見
書
の
様
式
及
び
記
載
事
項

任
意
の
様
式
に
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
住
所
及
び
氏
名
を
明
確
に
記
載
す
る
こ

と
。

２

意
見
書
の
提
出
期
限

平
成
十
五
年
六
月
五
日

３

意
見
書
の
提
出
先

青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

森
南
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日

東
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

小

野

�

司

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
原

別
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日

東
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

小

野

�

司
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃

川
村

彰
一

秋
元

實

手
塚

憲
一

川
村

輝
美

長
崎

敏
昭

織
田

忠
雄

青
森
市
大
字
荒
川
字
松
尾
六
九

〃

〃

字
筒
井
三
八

〃

大
字
浪
館
字
平
岡
一
三
三

〃

大
字
八
ツ
役
字
芦
谷
一
六
一

〃

大
字
大
野
字
若
宮
五
六
の
一

〃

〃

字
山
下
六
五
の
三

平
成

��

･

�･

��就
任

〃〃〃〃〃

監

事

〃理

事

〃〃〃〃〃監

事

〃

山
田

芳
一

佐
藤

信
一

川
村

彰
一

秋
元

實

手
塚

憲
一

川
村

輝
美

長
崎

敏
昭

織
田

忠
雄

森

勘
蔵

佐
藤

信
一

〃

大
字
荒
川
字
柴
田
一
七
の
一

〃

奥
野
四
丁
目
一
五
の
三
二

〃

大
字
荒
川
字
松
尾
六
九

〃

〃

字
筒
井
三
八

〃

大
字
浪
館
字
平
岡
一
三
三

〃

大
字
八
ツ
役
字
芦
谷
一
六
一

〃

大
字
大
野
字
若
宮
五
六
の
一

〃

〃

字
山
下
六
五
の
三

〃

大
字
荒
川
字
松
尾
五
の
三

〃

奥
野
四
丁
目
一
五
の
三
二

〃〃��･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃〃〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃監

事

〃理

事

〃〃

小
笠
原

義
一

星
野

美
次

鹿
内

武
安

森
山

武
二

小
笠
原

徳
栄

鹿
内

源
次
郎

鹿
内

悠
喜

小
笠
原

義
一

小
笠
原
要
一
郎

鹿
内

武
安

青
森
市
大
字
泉
野
字
内
野
二
五
の
一

〃

〃

〃

二
四
の
六

〃

原
別
一
丁
目
三
の
八

〃

原
別
六
丁
目
七
の
三
〇

〃

大
字
泉
野
字
野
脇
二
五
の
一

〃

原
別
一
丁
目
四
の
二
八

〃

大
字
八
幡
林
字
熊
谷
八
〇
の
二

〃

大
字
泉
野
字
内
野
二
五
の
一

〃

大
字
原
別
字
上
海
原
一
五
五
の
七

〃

〃

〃

一
五
六
の
一
〇

平
成

��

･

�･

��就
任

〃〃〃〃〃〃��･

�･

��退
任

〃〃



( )

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
西

八
戸
平
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

田

中

正

之

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

田

中

正

之

青 森 県 報平成15年５月16日 金曜日 第2174号7

〃〃監

事

〃

森
山

武
二

小
笠
原

徳
栄

鹿
内

源
次
郎

鹿
内

悠
喜

二〃

〃

〃

七
九
の
一

〃

大
字
泉
野
字
野
脇
二
五
の
一

〃

大
字
原
別
字
上
海
原
一
五
六
の
四

〃

大
字
八
幡
林
字
熊
谷
八
〇
の
二

〃〃〃〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

西
村

達
夫

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
三
条
目
一
三

平
成
��･

�･

�

土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

十
四
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

六
〇－

一

田

子

町

平
成
��･

�･

��

〃

六
〇－

二

〃

〃

〃

六
〇－

三

〃

〃

〃

六
〇－

四

〃

��･

�･

��

〃

六
〇－

五

〃

��･

�･

��

〃

六
〇－

六

〃

〃

〃

六
〇－

七

〃

〃

〃

六
〇－

八

〃

〃

〃

六
〇－

九

〃

〃

〃

六
〇－

一
〇

〃

〃

〃

六
〇－

一
一

〃

〃

〃

六
〇－

一
二

〃

〃

〃

六
〇－

一
三

〃

〃

〃

六
〇－

一
四

〃

〃

十
四
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業六
〇－

一
〇
一

〃

〃

〃

六
〇－

一
〇
二

〃

〃

〃

六
〇－

一
〇
三

〃

〃

〃

六
〇－

一
〇
四

〃

〃



( )

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
市

浦
村
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日

北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

斉

藤

剛

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
奥

入
瀬
川
東
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日

上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

山

口

真

誉

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
淋

代
平
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日

上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

山

口

真

誉

公

安

委

員

会
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〃

六
〇－

一
〇
五

〃

〃

〃

六
〇－

一
〇
六

〃

〃

〃

六
〇－

一
〇
九

〃

〃

〃

六
〇－

一
一
〇

〃

〃

〃

六
〇－

一
一
一

〃

〃

〃

六
〇－

一
一
二

〃

〃

〃

六
〇－
一
一
三

〃

〃

〃

六
〇－

一
一
四

〃

〃

〃

六
〇－

一
一
五

〃

〃

〃

六
〇－

一
一
六

〃

〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

奈
良

孝
一

北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
相
内
字
山
の
井
一
七

五

平
成
��･

�･

�

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

市
村

辰
三
郎

上
北
郡
下
田
町
字
染
屋
八
〇
の
三

平
成
��･

�･

��

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

監

事

〃

馬
場

秋
夫

福
田

岩
五
郎

三
沢
市
根
井
二
丁
目
一
一
五
の
一

〃

六
川
目
五
丁
目
八
六
六
の
二

平
成

��

･

�･

��就
任

��･

��･

�退
任



( )

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞
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遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

Ｃ
Ｒ
デ
ル
デ
ル
モ
ン
ス
タ
ー
Ｓ

サ
ミ
ー
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
原
人
王
Ｆ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
原
人
王
Ｈ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
・
ブ
ラ
ボ
ー
フ
ァ
イ
ブ
Ｆ
Ｊ

株
式
会
社
平
和

〃

Ｃ
Ｒ
・
ブ
ラ
ボ
ー
フ
ァ
イ
ブ
Ｆ
Ｓ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
深
海
伝
説
Ｍ
Ｒ

株
式
会
社
サ
ン
セ
イ
ア
ー
ル
ア

ン
ド
デ
ィ

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ビ
ー
チ
ク
ラ
ブ
Ｊ

Ｘ

株
式
会
社
三
共

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
神
聖
紀
Ｊ
１
８

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
神
聖
紀
Ｊ
１
９

〃

〃

Ｃ
Ｒ
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
奇
面
組
Ｍ
Ｘ

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
奇
面
組
Ｈ
Ｘ

〃

回
胴
式
遊
技
機

メ
フ
ィ
ス
ト

山
佐
株
式
会
社

〃

チ
ャ
ン
ス
タ
イ
ム
ズ

岡
崎
産
業
株
式
会
社

〃

リ
ュ
ウ
グ
ウ
モ
ノ
ガ
タ
リ
Ｘ

株
式
会
社
エ
レ
コ



( )

(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人
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